
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日
提
出

質

問

第

六

六

号

日
展
改
革
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

緒

方

林

太

郎
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日
展
改
革
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
日
展
改
革
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
に
お
い
て
、
「
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
日

展
に
お
い
て
改
革
案
で
示
さ
れ
た
事
項
が
全
て
実
施
さ
れ
、
日
本
美
術
展
覧
会
に
お
け
る
審
査
が
公
正
に
実
施
さ
れ
る
体
制
が

十
分
に
確
保
さ
れ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
次
の
通
り
質
問
す
る
。

一

昨
年
の
日
本
美
術
展
覧
会
に
お
け
る
審
査
は
公
正
に
実
施
さ
れ
た
と
、
文
部
科
学
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。

二

公
益
法
人
を
所
管
す
る
内
閣
府
と
し
て
、
上
記
で
引
用
し
た
答
弁
書
の
認
識
を
共
有
し
て
い
る
か
。

三

ま
た
、
内
閣
府
と
し
て
一
の
答
弁
に
あ
る
文
部
科
学
省
の
認
識
を
共
有
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。


